
ＮＥＣ通信システム（火物 丈裕社長）のＡさん（５９才）は、６０歳定年以降も雇用継続
ひ も の たけひろ

を希望し、２０２４年５月から「高年齢者雇用安定法に則り、現職場での60歳以降の雇用継続

を要求する」を掲げて団体交渉を行ってきました。

２０２５年９月30日（火）に行った団体交渉で、ＮＥＣ通信システムは「Ａさん

の再雇用は、職場で検討している」と回答。

ところが、11月５日（水）に行った団体交渉で、ＮＥＣ通信システムは、Ａさん

の再雇用条件として「現部門（詳細は省略）で玉川勤務、週３日勤務、賃金１３万

５０００円」という、人権侵害のとんでもない条件を提示しました。

ＮＥＣ通信システムの酷い人権侵害の回答を受けて、ＮＥＣ関連の組合員は、ＯＢを含めて

ＮＥＣ関係者による連名の抗議・要請書「高年齢者雇用安定法とＮＥＣＷａｙに反する人権侵

害の再雇用条件の提示に関する抗議と要請」を、ＮＥＣとＮＥＣ通信システムに提出しました。

短期間でしたが、署名賛同者は64名にのぼりました。

Ａさんらは１２月１２日（金）、ＮＥＣへの要請をＮＥＣ本社の会議室で行い、64名が署名

した抗議・要請書を提出して、「ＮＥＣ通信システムの回答内容は、ＮＥＣＷａｙに反する著

しい人権侵害であり、高年齢者雇用安定法の主旨に逸脱していること、人権尊重の取り組みを

規定する防衛省の入札及び契約心得に反すること」を指摘し、ＮＥＣ通信システムに対する指

導を要請しました。

ＮＥＣ通信システムには、１２月１７日（水）に提出しました。

１１月２６日（水）の団体交渉では、Ａさんらは提案の撤回と見直しを強く要求しましたが、

ＮＥＣ通信システムは、「法は守っている」「適切に対応している」と述べるだけで、提案を

撤回しませんでした。

そして、１２月１６日（火）の団体交渉で、ＮＥＣ通信システムは、再雇用条件の見直しを

行ったとし、「現部門、機器管理業務、資格Ｓ４、週５日

勤務、賃金２２万３０００円」を回答しました。

ユニオン交渉団は「見直し提案は、Ａさんの要求に一定

程度応えたものと評価」するが、資格Ｓ４をＳ３に格上げ

すること、「合意書」問題を解決することを要求しました。

Ａさんは、１２月３１日（水）から、１２月１６日の会

社回答の労働条件で再雇用に入りました。

１月６日（火）には、資格Ｓ３への引き上げなどの労働

条件の改善を求める団体交渉を申入れました。
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日本政府は２０２５年１２月２４日、「『ビジネスと人権』に関する行動計画（改定版）（以

下、「行動計画改定版」という）」を発表しました。

日本政府は２０２０年１０月、国連人権理事会が「ビ

ジネスと人権に関する指導原則」の普及・実施にかかる

行動計画の策定を各国に奨励したことを受けて、「『ビ

ジネスと人権』に関する行動計画（２０２０－２０２５）

を策定し、人権を保護する国家の義務、人権を尊重する

企業の責任、および救済へのアクセスに関する取組みを

推進してきました。

行動計画改定版は、この５年間の行動計画の取り組み

と成果を総括し、企業活動におけるより実効性のある人

権尊重の促進を図るために今後５年間の行動計画が策定

しました。

改定版では、優先分野として、「１．人権デュー・ディ

リジェンス及びサプライチェーン、２．「誰一人取り残

さない」ための施策推進（「ジェンダー平等」「外国人

労働者」「子ども・若者」「障害者」「高齢者」）」な

どの８分野を抽出しています（右表）。

ＮＥＣをはじめ各企業は、国際的に認められた人権を

侵害しない、人権を尊重する責任がいっそう求められます。

（「行動計画改定版」は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100913063.pdfをご参照

ください）

ＮＥＣは、２４年度の防衛省の装備施設本部契約高ランキングで、３位の三菱電機に次ぐ第４

位で、契約額は３１１７億円となっています。

防衛省は、２０２５年８月７日に策定した「入札及び契約心得の（人権尊重の取組）第７２」

で、「乙は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のガイドライン」（令和４年９月１

３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会決定）を踏まえ

て人権尊重に取り組むよう努めるものとする。」と、規定しています。

また、「製造請負契約条項（第１号）第６４条４項」にも、同様の規定が盛り込み、人権尊重

を調達企業に求めています。

ＮＥＣグループの６０歳以降の雇用継続制度は、今回のＮＥＣ通信システムのＡさんの事例

（１１月５日の会社回答）に現れたように、雇用継続を選択

できない、著しい人権侵害の発生を抱えています。Ａさんと

同様な選択できない再雇用条件を提示され、ＮＥＣを退社し

た社員は少なくありません。

雇用継続制度を、ＮＥＣＷａｙと高年齢者雇用安定法に則

り、６５歳選択定年制も含めた制度の見直しを呼びかけます。

雇用継続問題などで困っている人は、電機・情報ユニオン

に相談してください。ご一緒に解決していきましょう。

防衛省も、人権尊重を求めています

雇用継続を希望する誰もが安心して働き続けられる制度に

希望が持てる

雇用継続を

人権が尊重され働きがいのある人間らしい仕事を

行動計画改定版の

８つの優先分野

１．人権デュー・ディリジェンス

及びサプライチェーン

２．「誰一人取り残さない」ための

施策推進（ジェンダー平等、外

国人労働者、子ども・若者、障

害者、高齢者）

３．テーマ別人権課題（「AI・テク

ノロジーと人権」「環境と人権」）

４．指導原則の履行推進に向けた

能力構築

５．企業の情報開示

６．公共調達・補助金事業等を含む

公契約

７．救済へのアクセス

８．実施・モニタリング体制の整備


